
 

三
重
県
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
、
督
促
、
滞
納
処
分
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す
。 

 
 

平
成
十
八
年
六
月
一
日 

三
重
県
公
安
委
員
会
委
員
長 

 

寺 
 

田 
 

直 
 

 

喜 
 

三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号 

 
 

 

三
重
県
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
、
督
促
、
滞
納
処
分
等
に
関
す
る
規
則 

 

改
正 

平
成
十
九
年
三
月
三
〇
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号 

 
 

 
 

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号 

 
 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号 

 
 

 
 

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号 

 
 

 
 

平
成
三
十
一
年
四
月
五
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号 

 
 

 
 

令
和
三
年
六
月
十
八
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号 

 
 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号 

  

（
通
則
） 

第
一
条 

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
放
置
違

反
金
（
以
下
「
放
置
違
反
金
」
と
い
う
。
）
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促
及
び
滞
納
処
分
並
び
に
延
滞
金
の
徴
収
に
関
し
て
は
、
法
及

び
道
路
交
通
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
七
十
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

（
納
付
命
令
） 

第
二
条 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
は
、
放
置
違
反
金
納
付
命
令
書
（
第
一
号
様
式
。

次
項
に
お
い
て
「
納
付
命
令
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
納
付
命
令
書
に
お
い
て
指
定
す
る
納
付
の
期
限
は
、
納
付
命
令
書
を
発
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
し
た
日

と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
を
行
う
と
き
は
、
放
置
違
反
金
納
入
通
知
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
弁
明
通
知
） 

第
三
条 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
弁
明
通
知
書
（
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
六
項
の
弁
明
を
記
載
し
た
書
面
及
び
有
利
な
証
拠
の
提
出
に
つ
い
て
指
定
す
る
相
当
の
期
間
は
、
前
項

の
弁
明
通
知
書
を
発
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。 

３ 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
は
、
弁
明
通
知
公
示
送
達
書
（
第
三
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
仮
納
付
金
の
返
還
通
知
） 

第
四
条 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
仮
納
付
金
返
還
通
知
書
（
第
四
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。 

 
 

（
納
付
命
令
の
取
消
し
等
の
通
知
） 

第
五
条 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
放
置
違
反
金
納
付
命
令
取
消
（
兼
）
還
付
通
知
書
（
第
五
号
様

式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
督
促
） 

第
六
条 

 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
は
、
放
置
違
反
金
の
納
付
期
限
経
過
後
二
十
日
以
内
に
督
促
状
（
第

六
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
督
促
状
に
お
い
て
指
定
す
る
納
付
期
限
は
、
督
促
状
を
発
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。 

 

（
延
滞
金
） 

第
七
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
放
置
違
反
金
の
額
に
納
付
命
令
書
に
お
い
て
指

定
す
る
納
付
の
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
放
置
違
反
金
の
金
額
に
年
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
を
受
け
た
者
が
災
害
に
よ
り
納
付
の
期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な
か
っ
た
と
き
。 

 
 

二 

放
置
違
反
金
の
徴
収
に
関
す
る
書
類
の
送
達
に
つ
い
て
、
そ
の
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
、
居
所
、
事
務
所
及
び
事
業

所
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
又
は
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
送
達
に
つ
い
て
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
送
達

に
代
え
て
公
示
送
達
を
し
た
と
き
。 

 
 

三 

前
二
号
の
ほ
か
、
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
を
受
け
た
者
が
納
付
の
期
限
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

２ 

前
項
の
延
滞
金
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
、
延
滞
金
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は



そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る
。 

 
（
滞
納
処
分
） 

第
八
条 

放
置
違
反
金
及
び
放
置
違
反
金
に
係
る
延
滞
金
の
滞
納
処
分
に
関
す
る
事
務
は
、
警
察
職
員
の
う
ち
か
ら
三
重
県
警
察
本

部
長
が
指
定
し
た
者
に
委
任
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
職
員
が
滞
納
処
分
を
行
う
と
き
は
、
徴
収
職
員
証
（
第
七
号
様
式
）
を
携
帯
し
、
関
係
者

の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
放
置
違
反
金
の
納
付
） 

第
九
条 

法
第
五
十
一
条
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
放
置
違
反
金
に
相
当
す
る
金
額
を
仮
に
納
付
し
よ
う
と
す
る
者
、
同
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
放
置
違
反
金
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
放
置
違
反
金
及
び
延
滞
金
を
納
付

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
付
書
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

当
分
の
間
、
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
七
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各 

 

年
の
特
例
基
準
割
合
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
基
準
割 

 

合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
当
該
特
例
基
準
割
合
（
当
該
特
例
基
準
割
合
に
０
・
０
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
端
数
が
あ
る 

 

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
九
年
三
月
三
〇
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 
 
 
 
 

附 

則
（
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
七
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
様
式
裏
、
第
三
号
様
式
裏
、
第
五
号
様
式
裏
、

第
六
号
様
式
裏
及
び
第
七
号
様
式
裏
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
三
重
県
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
、
督
促
、
滞
納
処
分
等
に
関
す
る

規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則
（
平
成
二
十
九
年
三
月
三
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
公
安
委
員
会
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
三
重
県
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
、
督
促
、
滞
納
処
分 

 

等
に
関
す
る
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
降
に
納
付
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
延
滞
金
に
つ
い
て
適
用
し
、 

 

同
日
前
に
納
付
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
延
滞
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則
（
平
成
三
十
一
年
四
月
五
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
） 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
三
年
六
月
十
八
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
降
に
発
す
る
命
令
書
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
三
重
県
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
、
督
促
、
滞
納
処
分
等
に
関
す
る

規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則
（
令
和
五
年
十
一
月
二
十
八
日
三
重
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
三
重
県
放
置
違
反
金
の
納
付
命
令
、
督
促
、
滞
納
処
分
等
に
関
す
る
規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定

は
、
こ
の
規
則
の
施
行
日
以
後
に
納
付
す
る
延
滞
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。



第１号様式（第２条関係）

第 号

年 月 日

放置違反金納付命令書

様

三重県公安委員会 印

あなたに対し、道路交通法第51条の４第４項の規定により、下記のとおり放置違反金の納付

を命令します。同封の納付書により下記の納付期限までに納付してください。

記

（ ）命 令 の 件 名 放置違反金の納付命令に関する件 第 号

放 置 違 反 金 の 額 放置違反金 金 円

納 付 の 期 限 年 月 日まで

納 付 の 場 所 放置違反金納入通知書に記載の場所

あなたが使用する次の車両が、次のとおり、放置車両と認められ

たこと。

○ 違反日時

納 付 命 令 の 理 由 ○ 違反場所

○ 違反車両番号

○ 違反態様

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、三重県

公安委員会に対して審査請求をすることができます（なお、処分があったことを知った日の翌日から３か月以

内であっても、処分の日から１年を経過すると審査請求をすることができなくなります 。。）

この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、三重県を

被告として 訴訟において三重県を代表する者は三重県公安委員会となります 提起することができます な（ 。） 。（

お、この処分があったことを知った日から６か月以内であっても、処分の日から１年を経過するとこの処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります ）ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起。

算して３か月以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

注１ 上記の放置違反金を納付しない場合、法令の規定により、車検拒否の対象となります。

２ 同一の車両につき、繰り返し放置違反金の納付命令を受けた場合、法令の規定により、車両の使用制限

命令を受けることがあります。

照 会 先

（規格Ａ４）
 



第２号様式（第３条関係）
（表）

第 号
年 月 日

弁明通知書

様

三重県公安委員会 印

あなたに対する下記の事実を原因とする放置違反金の納付命令に係る道路交通法第51条の
４第６項の規定による弁明の機会の付与を下記のとおり行いますので通知します。
なお、弁明する事実がないときは、弁明書を送付する必要はありません。また、早期に手

続を終結させたい方は、裏面の記載に従い、放置違反金の仮納付をすることができます。
記

弁明通知書の番号 第 号

放置違反金の納付命令に関する件（第 号）弁 明 の 件 名

金 円の放置違反金の納付命令
予 定 さ れ る 納 付
命 令 の 内 容

道路交通法第51条の４第４項
根 拠 と な る
法 令 の 条 項

あなたが使用する次の車両が、次のとおり放置車両と認められた
こと。
○ 違反日時

納 付 命 令 の ○ 違反場所

○ 違反車両番号
原 因 と な る 事 実

○ 違反態様

〒514 8524 三重県津市栄町１丁目100番地
弁 明 書 の 提 出 先

-

三重県公安委員会（三重県警察本部交通部交通指導課担当）

弁明書の提出期限 年 月 日 必着

年 月 日までに、上記の違反について、違反行為を
した者が道路交通法第128条第１項の規定による反則金の納付をし
た場合又は当該違反について公訴を提起され、若しくは家庭裁判所備 考
の審判に付された場合は、予定される納付命令を受けることはあり
ません。

注 弁明の機会の付与に際しての留意事項
１ 弁明書には、あなたの氏名、住所、連絡先（昼間、連絡がとれる電話番号等 、弁明）
の件名及び弁明の機会の付与に係る事案についての弁明を記載し、提出してください。

、 、２ 弁明をするときは 車両の売買契約書の写し等の弁明の事実を疎明する資料があれば
併せて提出してください。

なお、提出された弁明に関し、当公安委員会は、あなた、車両の所有者その他の関係
者に対し、報告又は資料の提出を求めることがあります。

（規格Ａ４）

  

 



（裏）

１ 早期に手続を終結させたい方へ（仮納付制度）

(1) 今回の放置違反金の納付命令事案について、早期に手続を終了させたい方々のために、

道路交通法第51条の４第９項の規定による放置違反金に相当する金額を仮納付する制度が

あります。

(2) この制度によりあなたが仮納付を行った場合、後日、当公安委員会があなたに対して放

置違反金の納付命令を行うことが適当であると認めたときには、２の(4)における公示によ

り放置違反金の納付命令が行われ、仮納付した放置違反金に相当する金銭が放置違反金の

納付とみなされますので（道路交通法第51条の４第11項）、本件に係る放置違反金の納付

についてあなたがそれ以上の手続を行う必要はありません。

(3) あなたが仮納付を行った後、当該放置車両に係る車両の運転者が駐車違反の反則金を納

付するなど、当公安委員会があなたに対して放置違反金の納付命令を行うことが適当でな

いと認めた場合は、仮納付した放置違反金に相当する金額の金銭は返還されます（道路交

通法第51条の４第12項 。）

２ 仮納付の期限、場所、方法及び公示による納付命令の場所

、 （ 「 」 ）(1) 仮納付の期限は 弁明書の提出期限と同じ日 表面の 弁明書の提出期限 欄記載の日

です。仮納付の期限経過後は、同封の納付書による納付はできません。

(2) 仮納付の場所

放置違反金納付書に記載の場所

(3) 仮納付するときは、同封の納付書に、表面の「予定される納付命令の内容」欄記載の金

額を添えて納めてください。納付書の第１片は、領収証としてあなたに渡されます。

なお、分納はできません。

(4) 公示による納付命令の場所

三重県公安委員会の掲示板（三重県津市栄町１丁目100番地所在）

(5) 公示による納付命令は、氏名ではなく、表面の弁明通知書の番号を(4)の掲示板に表示

することにより行います。

照会先

（規格Ａ４）



第３号様式（第３条関係）

第 号

年 月 日

弁明通知公示送達書

下記のとおり、放置違反金の納付命令に係る道路交通法第51条の４第６項の規定による弁

明の機会の付与を、それぞれ下表左欄に掲げる者に対して行いますので、同条第７項の規定

により、通知します。

なお、道路交通法第51条の４第６項各号に掲げる事項を記載した弁明通知書は、三重県警

、 、 、察本部交通部交通指導課に保管していますから 弁明の機会の付与を受ける者は 来訪の上

受領してください。

三重県公安委員会 印

記

１ 弁明書の提出先

〒 514 8514 三重県津市栄町１丁目100番地-

三重県警察本部交通部交通指導課

２ 弁明書の提出期限

年 月 日まで

３ 弁明の機会の付与を受ける者及びその弁明の件名

弁明の件名
弁明の機会の付与を

受 け る 者 の 氏 名

注 道路交通法第51条の４第７項の規定により、この公示を始めた日から２週間を経過し

たときに、同条第６項の通知の到達があったものとみなされます。

（規格Ａ４）



第４号様式（第４条関係）

第 号

年 月 日

仮納付金返還通知書

様

三重県公安委員会 印

あなたから放置違反金に相当する金額の仮納付があった「放置違反金の納付命令に関する件

（第 号 」については、下記の理由により、納付命令をしないことと）

したので、道路交通法第51条の４第12項の規定により通知します。

同封の「仮納付金返還請また、あなたから仮納付のあった下記の金額を返還しますので、

求書」を記入し、返信用封筒で早急に返送してください。

記

理 由

金 額 円

（規格Ａ４）
 



第５号様式（第５条関係）

第 号

年 月 日

放置違反金納付命令取消（兼）還付通知書

様

三重県公安委員会 印

あなたに対する放置違反金納付命令（第 号）については、下記の

理由により取り消しましたので、道路交通法第51条の４第17項の規定により通知します。

同封の「放置違反金還付請また、あなたから納付されている下記の金額を還付しますので、

求書」を記入し、返信用封筒で早急に返送してください。

記

理 由

金 額 円

（ ）規格Ａ４
 



第６号様式（第６条関係） （表）

第 号

年 月 日

督促状

様

三重県公安委員会 印

あなたに対し、道路交通法第51条の４第４項の規定により、放置違反金の納付を命じまし

たが、その納付期限（ 年 月 日）を経過してもいまだ納付されていませんの

で、同条第13項の規定により督促します。

下記の指定納付期限までに、同封の納付書により至急納付してください。

り、あ指定納付期限までに完納されないときは、道路交通法第51条の４第14項の規定によ

なたの財産を差し押さえることとなります。

なお、完納された後、この督促状が届いた場合は、行き違いですので、御了承願いま

す。
記

年度 放置違反金 延滞金弁明通知書の番号

円号 円

指定納付期限 年 月 日まで

納付場所 放置違反金納付書に記載の場所

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以

内に三重県公安委員会に対して、審査請求をすることができます（なお、処分があったことを知

った日の翌日から３か月以内であっても、処分の日から１年を経過すると審査請求をすることが

できなくなります 。。）

この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県公安委員会となります ）。

提起することができます（なお、この処分があったことを知った日から６か月以内であっても、

処分の日から１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができなくなります 。。）

ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場合

には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に提起することができます。

注１ 上記の放置違反金等を納付しない場合、法令の規定により、車検拒否の対象となります。

２ 先に送付した納付書は使用せず、同封した納付書により納付してください。

なお、納付した場合には、納付書に添付されている領収書（受領証）が当該放置違反金等を納付した

ことを証する書面になりますので、大切に保管の上、車検を受ける際に提示してください。

３ 延滞金については、裏面をご覧ください。

照 会 先

（ ）規格Ａ４
 

 



(裏)

■ 延滞金について

放置違反金の延滞金は、当該放置違反金の額に放置違反金納付命令書において指定する

納付の期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5％の割合を乗

じて計算した金額とします。

なお、その金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金の全額が1,000円

未満の場合はその全額を切り捨てます。

（ ）規格Ａ４  



第７号様式（第８条関係）

（表）

第 号

写

徴 収 職 員 証

真

6.5 セン

所属 チメート

ル

官職 氏 名

年 月 日生

年 月 日交付

三重県公安委員会 印

9.0 センチメートル

（裏）

この職員証は、道路交通法第５１条の４第１４項の規定による放置違反金等の

滞納処分を行う徴収職員であることを証明する。

 


